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夕
涼
に
、
審
士
・
町
方
共
に
蛍
狩
と
て
、
老
若
男
女
群
を
な
し
、
瞬
景

は
此
の
地
漣
集
昌
・
な
り
し
ゅ
ゑ
、
先
年
此
の
地
に
於
て
藩
士
闘
争
に

及
び
、
双
傷
等
の
騒
動
あ
り
。
是
を
鍋
の
つ
る
の
喧
峰
と
い
へ
り
と
、

古
老
の
停
館
建
れ
り
。
右
喧
嘩
あ
り
し
年
暦
事
賞
、
い
ま
だ
不

v
鮮。

遁
考
す
ぺ
し
。

。
鍋
之
銭
陰
火

亀
尾
記
に
一
試
ふ
。
鍋
の
つ
る
と
い
ふ
芦
原
は
、
昔
よ
ね
と
い
ふ
女
、

此
所
に
て
釜
煎
の
刑
に
鹿
せ
ら
れ
た
る
遺
跡
な
り
と
ぞ
。
右
よ
ね
が

亡
魂
と
て
‘
此
成
よ
り
陰
火
出
づ
。
之
を
よ
ね
が
火
と
呼
ぺ
り
。
又

小
雨
降
る
夜
は
‘
畿
の
如
き
も
の
往
来
人
の
袋
・
笠
な
ど
に
つ
〈
事

あ
り
て
、
鋤
へ
ど
も
去
ら
宇
o
m疋
も
陰
火
忙
で
、
世
人
み
の
虫
と
呼

ぺ
り
。
文
政
の
頃
、
大
豆
岡
三
味
の
地
磁
を
愛
に
移
せ
し
よ
り
‘
共

の
憂
へ
た
し
と
い
へ
り
。
又
予
が
父
は
‘
犀
川
下
川
除
町
議
陀
出
生

し
、
幼
少
よ
り
彼
の
よ
ね
が
火
を
毎
度
見
た
り
。
此
の
陰
火
は
、
夏

季
鍋
の
つ
る
の
漣
よ
り
出
で
、
摩
川
橋
越
ま
で
来
て
、
橋
を
越
ゆ
る
事

な
し
と
。
古
老
の
穏
に
、
若
し
橋
を
越
ゆ
れ
ぽ
必
・
?
成
悌
す
と
い
へ

り
。
如
何
な
る
事
か
、
文
政
の
頃
よ
り
此
の
陰
火
を
見
た
る
人
注
し
。

此
の
陰
火
は
共
の
欣
手
提
灯
の
程
に
て
‘
ふ
ら
/
¥
と
犀
川
の
河
下

ち
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い
て
釜
煎
に
被
a
仰
付
-
候
に
付
、
御
郡
方
ほ
え
質
上
候
様
申
来
り
、
河

北
郡
よ
り
三
十
束
、
御
小
人
頭
次
郎
助
手
合
へ
渡
謹
候
底
、
這
而
右
代

銀
親
類
共
よ
り
銀
子
六
匁
十
村
宿
へ
持
参
、
請
取
り
村
方
へ
相
渡
候

由
.
留
岐
に
相
見
候
事
。
と
あ
り
。
按
や
る
に
.
右
釜
煎
に
鹿
せ
ら

れ
し
場
所
は
、
犀
川
の
下
島
ね
が
嶋
と
一
宮
ふ
底
た
り
と
あ
る
地
は
、

則
ち
仁
裁
河
原
注
る
鍋
の
つ
る
と
い
へ
る
地
に
て
、
此
の
地
越
そ
の

か
み
水
難
に
て
中
嶋
に
成
り
居
た
る
に
よ
り
、
此
所
に
て
釜
煎
に
鹿

せ
ら
れ
、
沿
ね
が
嶋
と
い
ふ
名
も
、
h
仰
い
が
釜
煎
に
成
り
た
る
地
怠
る

ゆ
ゑ
、
後
に
か
く
呼
ぴ
た
る
怠
る
ぺ
し
。
叉
彼
の
釜
は
、
三
登
記
K
.

元
和
四
年
の
夏
、
金
海
山
崎
町
田
上
屋
摘
右
衛
門
の
妻
た
ね
と
云
ふ

女
と
陀
羅
尼
鍛
治
吉
兵
街
弟
六
裁
と
-Z
ふ
者
と
密
通
し
‘
調
右
衛
門

を
殺
害
せ
し
罪
科
に
依
り
て
、
泉
野
に
て
釜
煎
に
庭
せ
ら
る
。
此
時

惣
鋳
物
師
集
り
、
新
た
に
吹
場
を
椿
へ
釜
を
銭
立
つ
。
と
あ
り
。
彼
の

念
併
を
錨
付
け
た
り
と
い
へ
る
釜
と
同
じ
釜
に
て
、
元
和
四
年
に
吹

立
を
命
ぜ
ら
れ
、
公
事
場
に
備
へ
置
か
れ
た
る
た
り
と
聞
ゆ
。
園
事

昌
披
問
答
に
、
問
う
て
日
〈
、
罪
人
も
昔
は
釜
熱
弁
と
云
ふ
資
も
有
v

之
由
。
今
釜
然
た
き
は
審
侯
の
位
階
卑
き
故
に
候
哉
。
叉
其
刑
に
賞

る
罪
人
無
い
之
ゆ
ゑ
に
候
哉
。
答
へ
て
云
ふ
。
官
位
に
感
じ
刑
罰
の
趨
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四
八

よ
り
来
り
‘
川
筋
通
り
河
上
へ
登
る
と
父
の
話
た
り
。
按
宇
る
に
、

彼
の
釜
煎
に
成
り
た
る
罪
人
の
名
、
記
録

εも
に
は
皆
ね
い
と
あ

り
。
然
る
を
よ
ね
が
火
と
呼
べ
る
は
、
ね
い
が
火
と
い
ふ
べ
き
を
呼

ぴ
制
限
り
た
る
も
の
た
ら
ん
か
。

。
釜
煎
鹿
刑
記
事

菅
家
見
聞
集
に
云
ふ
。
寛
文
六
年
四
月
石
川
郡
番
匠
垣
内
村
太
郎
左

衛
門
と
一
式
ふ
百
姓
之
娘
、
名
を
ね
い
と
一
宮
ふ
女
、
金
滞
へ
出
で
は
し

た
者
を
勤
め
、
数
ケ
所
に
て
度
々
主
人
之
家
に
放
火
す
。
此
の
事
露

眠
側
、
犀
川
・
浅
野
川
雨
橋
に
と
れ
を
さ
ら
し
・
犀
川
下
の
河
原
に
於

て
釜
煎
に
被
v
成
、
共
後
白
熱
野
に
張
付
に
懸
け
ら
る
。
と
あ
り
。
混
見

摘
骨
却
に
は
.
石
川
郡
番
匠
垣
内
村
吉
姓
之
娘
ね
い
と
一
疋
ふ
者
、
金
滞

へ
奉
公
陀
出
で
、
主
人
の
家
々
に
て
前
後
六
ケ
所
ま
で
火
を
付
け
、

盗
を
な
し
た
る
尚
白
紙
す
。
依
v
之
寛
文
六
年
四
月
十
六
日
犀
川
河
原

に
て
釜
煎
の
刑
に
行
は
れ
、
死
骸
は
さ
ら
し
捨
て
に
成
り
た
り
。
共
場

所
は
i

犀
川
の
下
に
治
ね
が
嶋
と
云
ふ
鹿
の
よ
し
・
共
時
の
銭
後
々

ま
で
公
事
場
に
あ
り
。
釜
の
横
に
念
働
を
錦
付
け
、
査
に
首
穴
あ
り
。

共
外
に
も
穴
多
〈
明
け
あ
る
也
。
と
あ
り
。
又
改
作
所
宮
妃
に
、
火

付
女
ね
い
と
申
す
者
、
寛
文
六
年
四
月
十
六
日
法
般
寺
下
河
原
に
烏
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霊
あ
る
儀
如
何
。
既
に
寛
文
六
年
四
月
、
石
川
郡
番
匠
垣
内
村
太
郎

左
衛
門
が
娘
ね
い
と
云
ふ
者
、
金
津
へ
出
で
奉
公
し
、
数
ク
所
主
人

之
家
に
火
を
付
け
‘
罪
頴
は
れ
、
雨
橋
陀
さ
ら
し
も
の
に
し
.
犀
川

河
下
に
て
釜
熱
に
し
て
、
泉
野
に
礁
に
せ
ら
る
。
此
時
綱
紀
卿
御
官

位
正
四
位
下
中
将
た
り
。
宰
相
に
御
時
任
以
後
に
も
無
v
之
候
。
刑
罰

相
営
無
v
之
様
陀
て
、
火
あ
ぶ
り
な
ど
の
罪
科
は
、
天
下
の
仕
置
の
外

務
侯
の
せ
ざ
る
事
に
も
侠
ゃ
に
て
候
。
倫
功
者
の
も
の
に
薄
ね
ら
れ

可
v
然
。
と
あ
り
て
、
此
の
後
は
金
樺
務
に
て
霊
罪
は
礁
を
ぽ
最
上
の

底
刑
と
た
し
た
り
け
り
。

O
商

町

此
の
地
は
、
も
と
村
地
に
て
、
往
昔
は
関
岡
た
り
し
を
‘
相
劉
締
地

と
た
し
‘
小
家
共
を
建
て
町
地
と
成
り
た
る
ゆ
ゑ
、
蘭
田
町
と
呼
ぺ

り
と
い
へ
り
。
園
事
昌
披
問
答
に
載
せ
た
る
金
滞
町
名
附
に
、
大
豆

岡
町
の
次
に
蘭
田
町
と
あ
り
。

回

。
商

和
名
抄
に
、
商
和
名
第

d

玉
篇
云
。
碕
似
v
発
而
細
1

竪
宜
い
第
v
席
ー
と

あ
り
て
、
砲
を
殖
ゑ
け
る
岡
地
な
る
に
よ
り
、
蘭
回
と
は
呼
ぺ
り
。

或
は
云
ふ
。
昔
は
金
津
の
地
越
に
て
も
、
央
座
の
類
を
産
せ
し
ゅ
ゑ
、

回

四
九




